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１．外郭団体評価システムの概要 
（１）目的 

 外郭団体評価システム（以下，「評価システム」という。）は，外郭団体の組織や事業，財

務状況等，経営全般について評価し，団体の自立的・効率的な経営を促進することを目的と

しており，平成１９年度より実施しています。 

 外郭団体経営改善計画（計画年度：平成１７年度から平成２１年度まで）は，平成２１年

度をもって終了しましたが，外郭団体の経営状況や市の関与の妥当性については，引き続き

把握していく必要があることから，評価システムは今後も継続して実施していきます。 

 なお，今年度は，外郭団体経営改善計画の成果やこれまでの評価の実施状況をふまえて，

評価システムに修正を加えています。 

 

（２）評価の対象団体 

評価システムでは，市が出資しているなど市との関係が深いと認められる団体のうち，解

散の方針が決定しているなどの特段の事由がある場合を除き，以下に該当する団体を対象と

して評価を実施します。 

 ア．市が資本金，基本金等の４分の１以上を出資・出捐している団体 

  イ．市からの人的又は財政的な支援の状況から，市と密接な関連を有すると認められる

団体 

 なお，今年度と来年度は，修正した評価システムの試行として，公益法人制度改革に伴い

組織や事業の大幅な見直しを行っている特例民法法人を除き，以下の６団体について実施し

ます。 

 

   【平成２２年度評価対象団体一覧（６団体）】      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）評価の実施方法 

評価システムによる評価は，団体自らが行う自己評価，市の所管課による評価，総合評価 

の３段階で実施しています。 

 なお，総合評価については，公認会計士等の評価アドバイザーの助言等を踏まえて，市の 

外郭団体経営改善検討会議において実施しています。 

法人形態 団体名 市出資・出捐比率 
(平成２２年 7月 1日現在)

① 資本金，基本金等の４分の１以上を出資している団体（５団体） 

地方公社 新潟市土地開発公社 100％ 

株式会社 エフエム新津 57.4％ 

株式会社 新潟地下開発 52.6％ 

株式会社 まちづくり豊栄 50.0％ 

株式会社 新潟市環境事業公社 34.6％ 

② 人的，財政的な支援の状況から市と密接な関連を有すると認められる団体（１団体） 

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会 ― 
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（４）実施体制 

ア．評価アドバイザー 

     第三者の視点及び専門家の立場から，団体及び所管課に対するヒアリングを実施

し，団体の経営改善に対する助言，総合評価にあたっての助言を行います。 

○平成２２年度評価アドバイザー：公認会計士，中小企業診断士各１名 

イ．外郭団体経営改善検討会議 

     総務部長，団体を所管する部の部長及び区長により構成しており，評価アドバイ

ザーからの助言を踏まえて総合評価を実施しています。 

ウ．評価の基準日 

毎年度７月１日を基準日として団体の状況を評価していますが，決算等の財務状

況については，前年度決算に基づいて評価を実施しています。 

 

 

【平成２２年度外郭団体評価システムの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎評価調書の作成 

◎評価調書に基づく評価 

所管課による評価，改善策の検討 

外郭団体による自己評価 

団体・所管課に対するヒアリング 

外郭団体経営改善検討会議における総合評価 

評価結果の通知，改善指示事項の実施 

◎団体の自己評価を踏まえて評価 

◎団体の自己評価・所管課評価により判明した課題の改善策を団体ととも

に検討 

◎評価アドバイザーとともに実施 

◎評価アドバイザーの助言を踏まえて実施 
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（５）評価調書，評価の視点と評価指標・評価基準 

 評価システムによる評価の実施にあたっては，対象団体毎に評価調書を作成しています。 

評価調書には，組織体制や事業内容，決算状況といった団体の基礎的な状況のほか，評価

の結果を記載しています。 

 

 【評価調書の構成】 

  １．基本情報 

団体名，出資者名，設立目的，経営理念・経営方針 等 

  ２．主要事業 

事業概要，決算及び予算の状況，活動指標・成果目標 

  ３．組織等の状況 

役職員数，職員の年齢構成，報酬・給与等の状況，給与等の適正化の状況 

  ４．財務の状況 

収支計算書（損益計算書），貸借対照表，市財政支出等の状況 

  ５．経営改善状況（評価指標） 

財務の健全性，団体の自立性，経営の効率性，経営の適正性 

６．経営改善状況（個別の取組） 

前年度評価において今後取り組むとした事項及び総合評価における改善指示事項

についての改善状況 

７．評価の結果 

自己評価及び所管課の評価結果，今後の取組，総合評価 

  ８．総合評価を受けての団体としての決意 

評価結果の公表時に，団体の経営責任者が総合評価の結果を踏まえて今後の方針，

取組などを記入 

 

経営改善状況の把握にあたっては，４つの視点からそれぞれ評価指標を設定しています。

これら評価指標及び個別の取組を踏まえた団体による自己評価を基に，当該団体を所管する

市の所管課による評価と総合評価を実施しています。 

 

 【評価の視点】 

（１）財務の健全性 

団体の財務体質は健全で，安定した経営が行われているか。 
（２）団体の自立性 

人事，財務の面において，市に依存することなく，自立的に運営されているか。 
（３）経営の効率性 

    経営資源を有効活用して効率的な経営が行われているか。 
  （４）経営の適正性 

    組織や人事，財務等に対する内部管理体制が適切に整備・運用されるとともに， 
積極的な情報公開により透明性が確保されているか。 
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【評価指標・評価基準一覧】 

視点 評価指標 計算式 評価基準 

財
務
の
健
全
性 

1 経常損益 ― プラスである 

2 当期損益 ― プラスである 

3 自己資本比率 純資産÷（純資産+負債）×100% 50%以上 

4 流動比率 流動資産÷流動負債×100％ 200%以上 

5 固定長期適合率 固定資産÷（固定負債＋純資産）×100％ 100%未満 

6 借入金依存度 借入金÷総資産×100％ 前年度比 減 

7 剰余金 純資産（正味財産）－資本金（基本金）  プラスである 

8 資金運用 ― 安全・適正 

9 土地の含み損益 土地評価損益÷評価替対象土地の簿価×100％ 前年度比 増 

10 

債務保証等対象土地の

簿価総額の対象標準財

政規模 

債務保証・損失補償対象の 5年以上保有土地簿

価総額 ÷市標準財政規模 
0.1 以下 

11 
保有土地の簿価総額の

対標準財政規模 
保有土地簿価総額÷市標準財政規模×100％ 前年度比 減 

団
体
の
自
立
性 

12 市職員比率 常勤職員数（市職員）÷常勤職員数×100％ 前年度比 減 

13 財政的依存度 市財政支出÷（事業収益＋事業外収益）×100％ 前年度比 減 

14 運営費補助比率 市運営費補助金÷経常収益×100％ 前年度比 減 

15 随意契約比率 市随意契約額÷市委託料×100％ 前年度比 減 

経
営
の
効
率
性 

16 総資本経常利益率 経常利益÷資産の部合計×100％ 
プラスである 

前年度比 増 

17 売上高経常利益率 経常利益÷売上高×100％ 
プラスである 

前年度比 増 

18 総資本回転率 売上高÷資産の部合計 前年度比 増 

19 
職員 1人当たり 

売上高 
売上高÷職員数 前年度比 増 

20 
職員 1人当たり 

経常利益 
経常利益÷職員数 前年度比 増 

21 管理費比率 管理費÷経常経費（事業収益）×100％ 前年度比 減 

22 
職員 1人当たり 

管理費 
販売費・一般管理費÷職員数 前年度比 減 

23 人件費比率 人件費÷当期収入（売上高・事業収益）×100％ 前年度比 減 

24 役員人件費率 役員人件費÷人件費×％ 前年度比 減 

25 資金調達効率 支払利息÷長短期借入金×100％ 前年度比 減 

26 保有土地回転期間 当期土地保有額÷当期土地処分額  前年度比 減 

経
営
の
適
正
性 

27 中長期計画の策定状況 ― 策定の有無 

28 経理の適正化の取組 ― 取組の有無 

29 事務処理改善の取組 ― 取組の有無 

30 人材育成の取組 ― 取組の有無 

31 情報公開 ― 
規程の有無 

ＨＰ公開状況 
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 ２．平成２１年度評価の改善状況 

 平成２１年度の評価において，団体及び所管課が今後取り組むこととした事項及び総合評

価において改善を指示した事項のうち，主なものの改善状況の概要を表したものが以下の表

です。この表は評価調書の「６．経営改善状況（個別の取組）」に対応しており，既に実施し

たものや対応が完了したものは「改善・対応済み」，一部実施済みであるものや実施中である

ものは「改善・対応中」，実施に向けて検討中であるものを「検討中」，実施の必要性がない

としたものは「実施しない」と区分しています。 

 なお，今年度評価システムによる評価を実施しない特例民法法人１２団体についても，平

成２１年度評価の改善状況については，以下のとおり把握しています。 

  

【改善状況の概要】 

団体名 改善策・改善指示事項／改善・対応内容 

改善状況 

改善・

対応 

済み 

改善・ 

対応中 
検討中 

実施 

しない

新潟市国際 

交流協会 

公益法人制度改革への対応に備え，団体のあるべき姿の

実現に向けた中長期計画の策定   ○  
役割の明確化や自立性の確保の観点からの組織体制の

改善  ○   
外債による基本財産運用のリスク対策／財政調整基金

の積み立て，資産運用規程の整備 ○    

新潟市芸術文化 

振興財団 

プロパー職員の採用・育成，外部人材の管理職等への登

用 
  ○  

評価システム運用結果の自己分析，団体運営への反映  ○   

新潟発創造事業についての情報提供のあり方検討  ○   

新潟市体育協会 

団体の目指すべき方向と実施する事業内容を明確にし

た中長期計画の策定 
 ○   

公益法人制度改革に備えた事業，プロパー職員配置の見

直し 
  ○  

他団体との連携による選手の指導・育成  ○   

新潟水道 

サービス 

自主財源・自主事業を含む中長期計画の策定 ○    

市のプロモーション事業に寄与する施策の検討   ○  

水道事業を第三者が検証する体制の構築の検討  ○   

新潟市土地 

開発公社 

自立性の確保の観点からの組織体制の改善   ○  

団体のあるべき姿を明確にするための中長期計画策定   ○  

団体の存在意義についての検討    ○ 

新潟市 

勤労者福祉 

サービスセンター 

事業の見直しと効率化によるサービスの向上，会員獲得  ○   
プロパー職員の採用や管理職への登用による自立性の

確保 
 ○   

公益法人制度改革対応への取組  ○   

新潟観光 

コンベンション 

協会 

公益法人制度改革に備えた団体の組織のあり方，市との

連携の明確化 
 ○   

公益法人制度改革に対応した中長期計画の策定  ○   

地域の資産などの有効活用の検討  ○   

エフエム新津 

リスナーの拡大とスポンサーの獲得に向けた対応策の

検討 
○    

収入に見合う効果的な事業の選択  ○   

更なる経費の節減  ○   
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団体名 改善策・改善指示事項／改善・対応内容 

改善状況 

改善・

対応 

済み 

改善・ 

対応中 
検討中 

実施 

しない

新潟インダストリ

アルプロモーショ

ンセンター 

自ら経営理念，運営方針の策定 
  ○  

事業の達成状況を検証できる取組の実施   ○  

新潟地下開発 

更なる経費の削減  ○   

テナントリーシング  ○   

運営体制の見直し  ○   

會津八一 

記念館 

施設の改修計画の策定  ○   

類似施設との連携  ○   

プロパー職員の採用 ○    

まちづくり豊栄 

アクションプランの作成  ○   

新規収益事業の発掘  ○   

効果的な事業への注力  ○   

新潟市南区 

農業振興公社 

会員へのサービスの充実，新たな事業展開  ○   

団体の常勤職員が不在の状況の改善   ○  

公益法人制度改革への対応  ○   

新潟 

ミートプラント 

経費削減，設備投資の検討  ○   

中長期計画の作成  ○   

処理頭数増加に向けた他団体との連携  ○   

新潟市環境 

事業公社 

収支管理の徹底  ○   

中長期計画の策定  ○   

経費の削減  ○   

新潟市 

開発公社 

サービスの質及び量を測る指標の設定   ○  

第三者などによる事業の達成状況の検証体制の構築 ○    

公益法人制度改革への対応  ○   

新潟市 

社会福祉 

協議会 

自主財源の確保  ○   
市民に団体に対する認識度及び知名度を高める方策の

検討 
 ○   

介護職員の人材確保のため処遇改善 ○    

新潟市シルバー 

人材センター 

事業の強化，ＰＲによる会員数，利用企業の増加  ○   
新たな財源の確保策の検討  ○   
公益法人制度改革の検討  ○   

 

 改善策や改善指示事項の中には，自立的な組織の構築などの改善までに時間を要するもの

や，自主財源の確保やプロパー職員の育成といった継続的に実施する必要があるものが多く，

そのために現時点で「改善・対応中」，「検討中」となっているのは止むを得ないものの，確

実に実施していくことが必要です。 
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３．平成２２年度評価の結果 

（１）自己評価の概要 

 各団体は，前掲の評価指標・評価基準を参考に，自己評価を実施しています。また，所管

課も，各団体の自己評価の結果を基に，現状，課題及び改善すべき事項，今後の指導方針と

いう３つの視点から，各団体の評価を行っています。 

 

「１．財務の健全性」については，各団体とも厳しい経済環境にありますが，その中でも

基準を満たしている団体は，人件費をはじめとした経費の削減に努めています。 

「２．団体の自立性」については，今年度の評価の対象団体に株式会社が多いことから，

市職員比率が低く，組織の面では一定の自立性を確保しているものの，随意契約比率が高い

など，財政面での自立性を確保するためには，一層の見直しが必要です。 

「３．経営の効率性」については，収益力に課題があるものの，人件費をはじめとした管

理費の削減により，人件費比率や管理費比率を抑制し，効率的な運営に努めている団体が多

い状況となっています。 

「４．経営の適正性」については，中長期計画の策定や，事務処理改善，人材育成の取組

などにより，各団体がその課題に応じ，適正性の確保に努めている状況です。 

 

（２）総合評価の概要 

総合評価については，各団体による自己評価と所管課による評価の結果のほか，団体及び

所管課に対して実施したヒアリングの内容や評価アドバイザーからの助言等を踏まえて実施

しています。 

総合評価の結果を「概ね良好」，「改善の余地がある」，「改善が必要」，「抜本的な対応が必 

要」の４つの評価区分で表したものが下記の表です。参考として平成２１年度の評価におけ

る評価区分も掲載しています。 

 

【総合評価】 

団体名 平成 22 年度評価 （参考）平成 21 年度評価

新潟市土地開発公社 改善が必要 （改善が必要） 

(株)エフエム新津 改善が必要 （改善が必要） 

新潟地下開発(株) 抜本的な対応が必要 （抜本的な対応が必要）

(株)まちづくり豊栄 改善が必要 （改善が必要） 

(株)新潟市環境事業公社 改善が必要 （改善が必要） 

新潟市社会福祉協議会 概ね良好 （概ね良好） 

 

評価対象の６団体のうち，１団体を「概ね良好」，４団体を「改善が必要」，１団体を「抜

本的な対応が必要」と評価しています。 

「概ね良好」と評価した１団体については，策定済みである中長期計画を着実に実行に移

し，自主財源の確保に取り組むとともに，事業・サービスの見直しも適切に行われている状

況となっています。 
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「改善が必要」と評価した４団体については，主な課題として以下のものが挙げられます。 

①組織について 

厳しい経済環境の下で職員のモチベーションを維持向上させるための仕組みづくりや

人材育成の取組により，自立的な組織を確立する必要がある。 

②財務について 

株式会社においては，営業の強化や収益事業の確立，競争力の向上を図り，市からの

委託料に依存しない体質を確立する必要がある。  

③目標・中長期計画について 

今後の団体の方向性や事業展開，目標を明らかにした中長期計画については策定が進

んだものの，具体性に欠ける計画となっている。 

 

これらの４団体は，団体の設立経緯，団体の事業と市の施策との関係などにより，団体の

運営に市の関与が大きく影響する状況になっています。しかし，近年の厳しい財政状況の下，

行財政改革が進められる中で，団体としては，市の関与の見直しに影響されない，自立した

経営基盤を確立することが必要です。 

「抜本的な対応が必要」と評価した１団体については，テナントリーシングの見直しや人

件費をはじめとしたコスト削減に努めたものの，売上が見込みを下回る状況が続き，昨年度

に引き続き，ＲＣＣ債権スキームに基づく計画が未達成となっています。団体のあり方，方

向性については，周辺地域の活性化など市の施策とも関係が深いことから，早急に市と団体

とで今後の方向性について協議することが必要です。 

総合評価の結果は以上のとおりですが，「抜本的な対応が必要」，「改善が必要」と評価した

団体のみならず，「概ね良好」と評価した団体についても，自己評価や所管課による評価を通

じて明らかになった課題，総合評価において指摘された事項について，改善・見直しを実施

していくよう市として指導・助言を行っていきます。 
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（３）改善策・改善指示事項の概要 

 団体及び所管課による評価の改善策，総合評価の改善指示事項のうち，主なものを表した

ものが以下の表です。 

 

【主な改善策・改善指示事項】 

団体名 改善策／改善指示事項 

新潟市土地開発公社 

市の事業計画及び再買取計画の検証と早期再取得の要求 

団体の運営コストの正確な把握 

団体の存在意義の検証 

エフエム新津 

緊急告知ＦＭラジオのエリア拡大を契機とした広告獲得活動 

県内コミュニティエフエム連携を収益向上につなげる戦略的取組 

地域に密着した事業活動を収益向上につなげる取組 

新潟地下開発 

西堀ローサの今後の役割，方向性についての再検討 

周辺地区全体の活性化方策と併せた市との協議 

営業収入の増加とコスト削減 

まちづくり豊栄 

中長期計画に掲げた事業を実行するためのアクションプランの作成 

まちづくり，にぎわい創出のためのアイデアを集めて実行する仕組みづくり

新規事業をはじめとした収益事業拡大の取組 

新潟市環境事業公社 

競争に対応していくための具体的な方策の検討 

資格取得などを反映させる人事考課の仕組みの導入 

給与体系の見直しに向けた従業員への説明 

新潟市社会福祉協議会 

コミュニティソーシャルワーク機能の強化・充実 

団体の存在意義を十分に発信できる事業展開 

介護職員の処遇改善を含めた介護保険事業の経営方針の策定 

 

これらの改善策及び改善指示事項については，自主財源の確保，中長期計画の具体化など，

昨年度の総合評価においても改善を指示したものが多い状況です。そのため，これらの改善

策・改善指示事項を確実に実施するよう，引き続き指導していきます。 
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（４）評価アドバイザーの評価・意見（各団体の共通課題） 

①中長期計画の確実な実施 

  多くの団体で，中長期計画を継続的かつ確実に実施する体制が整備されておらず，

中長期計画と実績が乖離し，業績が悪化している。 
団体と所管課は，作成した中長期計画の実施を管理する仕組みを設け，計画と実績

の見直しを常に行い，団体が置かれている状況を正確に認識しておく必要がある。 
②存在意義の確認と自立性の確保 

  団体の業務が市の施策と連携しているために，自立した団体運営に対する危機感が

不足している。市の財政が厳しい状況において，団体の業績が悪化していくと，団体

への市の関与に対して市民の理解が得られなくなる可能性もある。 
  団体と所管課は，改めて団体の存在意義を確認し，自立性の確保に取り組み，団体

の事業内容についての説明責任を果たす必要がある。 
  ③自主財源の確保による安定した団体運営と信頼の獲得 

    随意契約の比率が高いなど，市への財政的依存度の高い団体は，市の財政が厳しい

状況下において，委託料の削減や随意契約から一般競争入札への変更等により，これ

まで安定収入と考えていたものが減少する可能性がある。 
    団体は，今後の外部環境の変化に対応していくため，自主財源を確保する努力を継

続して行うことが必要である。 
    自主財源確保の努力を行うことで，業績が回復するとともに，団体に対する市民の

信頼も高まってくると考えられる。 


